
 

令和４年７月２６日 
千 葉 県 香 取 市 

 
空家等対策の推進のため、公益社団法人香取市シルバー人材センター

及び一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会北総支部香取地区と協定を
締結します。 

 
【日 時】 令和４年８月２日（火） 11 時～ 
【場 所】 香取市役所本庁７階 全員協議会室 
【内 容】 空家等対策の推進のための協定調印式 
【概 要】 別紙、概要のとおり 
【出席者】 別紙、名簿のとおり 

 
・報道席を設けていますので、受付へお越しください。 
・新型コロナウイルス感染防止対策のため、御来庁時は 1 名でお願いします。 
なお、2 名以上での御来庁を希望される場合は、香取市都市整備課まで事前にご
相談ください 

・協定調印式中の質問については軽微なものとし、詳細な質問については、閉式後
に時間を設けますので、その際にご質問願います。 

 
 

 

締結する協定については以下のとおりである。 
①「空家等の適正な管理の促進に関する協定」(香取市シルバー人材センター) 
②「空家等の流通・利用促進に関する協定」（宅建協会北総支部香取地区） 
これらの協定の締結により、所有者による管理及び市場への流通促進による管理
不全空き家の発生防止を目的とする。 
なお、これらの協定は千葉県北東部（香取地域、海匝地域、山武地域）初の協定
締結となる。 

問い合わせ 
 香取市 建設水道部 都市整備課 
  課長 石毛 
  担当 篠塚、土子 
  TEL：0478‐50‐1214 
  FAX：0478‐54‐7654 



香取市

空き家所有者

シルバー人材
センター

①

② ③

④

協 定

①「空家等の適正な管理の促進に関する協定」

①空き家に関する相談
②シルバー人材センターを紹介
③見積、業務依頼
④除草・清掃など、空き家の管理業務

香取市

空き家所有者

宅建協会北総支部
香取地区 会員

①

② ④

⑤⇒⑥

②「空家等の流通・利用促進に関する協定」

①所有者等の意向確認
②所有者等から情報提供同意書の提出
③宅建協会に情報提供同意書の提供
④宅建協会から所有者へ連絡
⑤所有者等と会員による協議
⑥（合意した場合）媒介契約の締結

協 定

③

概要



【出席者名簿】 
公益社団法人香取市シルバー人材センター 

  （敬称略）     

 役   職 氏 名 

1 会長 相模 登 

２ 所長 藤森 輝幸 

 
 

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会北総支部香取地区 

（敬称略） 

 役   職 氏 名 

1 代表 齋田 武 

２ 会員 飯名 眞巳 

３ 会員 小森 康雄 

４ 会員 藤森 天雄 

 

香取市 

（敬称略） 

 役   職 氏 名 

1 市長 伊藤 友則 

２ 副市長 北原 潤一 

３ 建設水道部長 吉田 博之 

４ 都市整備課長 石毛 敏 
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